
Ⅳ  施設の利用等に関する業務

ジャンプ競技場の供用期間・開場時間及び有料施設の使用期間・時間並びに有料施設等の利用料
金は、下記のとおりとします。

１ 札幌市ジャンプ競技場条例に定める大倉山ジャンプ競技場の共用期間及び開場時間を４月２９
日から１１月３日までの開場時刻を午前８時３０分から１８時００分とします。
なお、利用者から営業時間延長の要望があった場合は、双方協議の上、営業時間を延長する場

合があります。
２ 競技場の閉場時刻を超過して有料施設の使用承認を行った場合は、当該競技場の閉場時刻を当
該使用承認の終了時刻まで延長します。

（注１）融雪及び降雪の気象状況により、雪張ネット着脱作業の実施時期に影響があるため、使用
期間の開始に遅れが生じる可能性がありますが、大倉山・宮の森については使用者である

（公財）札幌スキー連盟と連携を密にしながら対処します。
（注２）施設の整備等、やむを得ない場合は休場する場合があります。
（注３）融雪及び降雪の気象状況により、雪張ネット着脱作業の実施時期に影響があるため、供用

期間の開始に遅れが生じる可能性がありますが、荒井山については使用者である札幌市
ジャンプスポーツ少年団と連携を密にしながら対処します。
また、開場時間については使用承認等を行った時間に限るものとします。

ア 供用期間・開場時間及び有料施設の使用期間・時間

区分 大倉山ジャンプ競技場 宮の森ジャンプ競技場 荒井山シャンツェ

競
技
場

供用期間・
開場時間

４/２９～
１１/３

８:３０～
１８:００

４/１～
３/３１

９:００～
１７:００

（注３）
５/２０～
１０/２０

９:００～
２１:００

１１/４～
４/２８

９:００～
１７:００

１２/１～
３/３１

休場期間
（注２）
なし

（年中無休）

（注２）
なし

（年中無休）

４/１～５/１９

１０/２１～１１/３０

有
料
施
設

使
用
期
間
・
時
間

（注１）
ジャンプ台

６/１～
１０/２０

９:００～
２１:００

６/１～
１０/２０

９:００～
２１:００１２/１～

３/３１
１２/１～
３/３１

運営本部 上記供用
期間・開場
時間の区分
に同じ

上記供用
期間・開
場時間の
区分に同
じ

観覧
フィールド

上記供用
期間・開
場時間の
区分に同
じ

上記供
用期
間・開
場時間
の区分
に同じ

エントランス
広場ステージ

（６）施設の利用概要（供用期間･開場時間、使用期間･使用時間、使用料）
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イ 有料施設等の利用料金
札幌市ジャンプ競技場条例第５条（使用料）別表４及び別表５並びに備付物件の使用に定める

使用料金は下記のとおりとします。

区分

使用料

単位

金額

入場料類を徴収
しない場合

入場料類を徴収す
る場合

有
料
施
設

大
倉
山
ジ
ャ
ン
プ
競
技
場

ジャンプ台 ジャンプ競技に
使用する場合

１日

２８,１００円 ９１,７００円

その他の催物に
使用する場合

２１６,９００円 ４３３,８００円

運営本部 会議室 １時間 ９１０円

観覧フィールド

１日

５０平方
ﾒｰﾄﾙ

３,０００円

５０平方
ﾒｰﾄﾙを超え
る部分

１０平方ﾒー ﾄﾙにつき６００円

エントランス広場ステージ １日 １８,０００円

宮
の
森
ジ
ャ
ン
プ
競
技
場

ジャンプ台 ジャンプ競技に
使用する場合 １日

２８,１００円 ９１,７００円

その他の催物に
使用する場合

２１６,９００円 ４３３,８００円

観覧フィールド

１日

５０平方ﾒｰﾄﾙ ３,０００円

５０平方ﾒｰﾄﾙ
を超える部分

１０平方ﾒー ﾄﾙにつき６００円

１ 「１日」とは、使用時間（有料施設に定める使用時間をいう。以下同じ。）をします。
２ 営利又は営業の目的で使用する場合は、「入場料の類を徴収する場合」に区分します。
３ 運営本部、観覧フィールド又はエントランス広場ステージをジャンプ台と併用して使用する場

合は、この表の規定にかかわらず、ジャンプ台以外の施設の使用料を無料とします。
４ 使用時間を経過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上

時 間１時間までごとにつき、１時間当たりの使用料を３割増した額を加算します。
５ 使用料の額に１０円未満の端数が生じるときは、これを切り捨ます。
６ 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、市長が定めるところにより,そ

の実費相当額を徴収します。
７ 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなし

ます。
８ 使用面積が単位面積に満たない場合であっても、当該単位面積を使用したものとみなします。
９ 荒井山シャンツェの使用料は、無料とします。
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＜撮影等＞

種別
使用料

単位 金額

撮影 映画

１日

３１,０００円

テレビ １５,０００円

写真 １,５００円

区分

使用料

単位
金額

入場料類を徴収
しない場合

入場料類を徴収
する場合

大
型
映
像
車

競技場で
使用する場合

ジャンプ競技に
使用する場合

１時間

３,１００円 ６,２００円

その他の催物に
使用する場合

１１,３００円 ２２,６００円

競技場以外で使用する場合 ２１,９００円 ４３,８００円

テレビ映像中継装置
（大倉山ジャンプ競技場のみ）

１回 １９７,０００円

１ 「１日」とは、開場時間（競技場の開場時間をいう。以下同じ。）をいいます。
２ 開場時間を超過し、又は繰り上げて撮影を行うことを市長が認めた場合は、当該超過又は繰

上時間１時間までごとにつき、１時間当たりの使用料を３割増した額を加算します。
３ 使用料の額に１０円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てます。
４ 撮影が行われた時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり撮影が行わ

れたものとみなします。

＜大型映像車＞

１ 「１回」とは、市長が別に定める使用単位をいいます。
２ 午後９時を超過し、又は午前９時を繰り上げて大型映像車を使用することを市長が認めた場

合の使用料は、当該超過又は繰上時間１時間までごとにつき、この表の使用料を３割増した
額とします。

３ 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなし
ます。

４ 使用料の額に１０円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てます。
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区分 ミュージアム

開館時間 ４/２９～１１/３ ９:００～１８:００

１１/４～４/２８ ９:３０～１７:００

休館日 月１回程度メンテナンス
による休館日あり（注１）

有
料
施
設

使
用
期
間
・
時
間

多目的ホール（３階）
ライブラリー（２階）
シアター（１階）
エントランスホール（１階）

上記開館時間の区分
に同じ

上記開館時間の区分
に同じ

ミュージアムの開館時間及び有料施設の使用期間・時間並びに有料施設等の利用料金は、
下記のとおりとします。

ア 開館時間及び有料施設の使用期間・時間

（注１）展示品の入替、特別展示やイベントの準備等に必要となる休館日の設定について、
今後検討を行い札幌市と協議させていただきます。

イ 有料施設等の利用料金
札幌オリンピックミュージアム条例第６条（観覧料及び使用料）別表２に定める観覧料

及び別表１、別表３に定める使用料金を基準とし下記のとおりとします。

区分
観覧料

単位 金額

個人

１人
１回

６００円

個人（満６５歳以上の者） ４５０円

団体（１５人以上） ５４０円

指定管理者が定める共通利用券 ３９０円

１ 中学生以下は、無料とします。
２ ミュージアム条例に定める観覧料の団体取扱い人数を１５人以上とします。
３ 「１回」とは、展示室の入場から退場までをいいます。
４ 共通利用券とは、市内観光施設との共通利用促進を目的とした場合の観覧料。
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区分
使用料

単位 金額

多目的ホール

１時間

２,３００円

ウィンタースポーツシアター １,１００円

ライブラリー ９１０円

エントランスホール ９１０円

１ 「１日」とは、開館時間をいいます。
２ 開館時間を超過し、又は繰り上げて撮影を行うことを市長が認めた場合は、当該超過又は

繰上時間１時間までごとにつき、１時間当たりの使用料を３割増した額を加算します。
３ 使用料の額に１０円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てます。
４ 撮影が行われた時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり撮影が行

われたものとみなします。

１ 入場料の類を徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合は、１０割増しとし
ます。

２ 開館時間（ミュージアムの開館時間をいう。以下同じ。）を超過し、又は繰り上げて使用す
ることを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間１時間までごとにつき、この表の使用
料を３割増した額を加算します。

３ 使用料の額に１０円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てます。
４ 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなし

ます。
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種別
使用料

単位 金額

撮影 映画

１日

３１,０００円

テレビ １５,０００円

写真 １,５００円

＜撮影等＞
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